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昭 ２ ６ ． ５ ～ ３ ０ ． ７ １ ０ ％ 免 税 １ ０ ％ １ ０ ％ １ ０ ％ 免 税 免 税 免 税 ○ 基 本 税 率 を 一 挙 に 適 用 す る こ と は 我 が 国 産
業 に 与 え る 影 響 が 大 さ い の で 免 税 と す る 。

昭 ３ ０ ． ８ ～ ３ ５ ． ３ ２ ％ 免 税 ６ ． ５ ％ ６ ． ５ ％ ① 関 税 賦 課 に よ る 重 油 価 格 の 引 き 上 げ を 図 り ○ 石 油 資 源 開 発 株 式 会 社 の 設 立 は ３ ０ 年
、 石 炭 と の 競 争 力 を 弱 め る こ と 。 １ ２ 月 １ 日
② 原 重 油 関 税 収 入 に よ り 国 産 原 油 開 発 の 為 の
財 政 投 融 資 資 金 を 確 保 す る こ と 。

昭 ３ ５ ． ４ ～ ３ ６ ． ５ ６ ％ １ ０ ％ １ ０ ％ １ ０ ％ ○ 石 炭 鉱 業 の 合 理 化 を 促 進 す る た め 、 石 炭 鉱 ○ こ の 改 正 に よ っ て 石 油 関 税 は 石 炭 対
業 合 理 化 事 業 団 の 設 立 （ 近 代 化 資 金 等 の 創 設 策 費 の 財 源 と し て 財 源 関 税 の 性 格 を 有
） 非 能 率 炭 鉱 整 理 費 補 助 等 の 財 政 措 置 が 必 要 す る こ と と な っ た 。
と な っ た の で こ の 財 源 を 確 保 す る た め 、 石 油
の 関 税 率 は 原 則 と し て 基 本 税 率 に 戻 す こ と と
し た 。

昭 ３ ６ ． ６ ～ ３ ７ ． ３ ５ ３ ０ 円 ／ ｋ ｌ ３ ２ ０ 円 ／ ｋ ｌ ８ ２ ０ 円 ／ ｋ ｌ ６ ３ ０ 円 ／ ｋ ｌ ５ ７ ０ 円 ／ ｋ ｌ ８ ２ ０ 円 ／ ｋ ｌ ６ ３ ０ 円 ／ ｋ ｌ ５ ７ ０ 円 ／ ｋ ｌ ① 課 税 の 適 正 化 ② 関 税 手 続 の 簡 素 化 を 図 る 見
（ １ ０ ％ ） （ ６ ％ ） （ １ ０ ％ ） （ １ ０ ％ ） （ １ ０ ％ ） （ １ ０ ％ ） （ １ ０ ％ ） （ １ ０ ％ ） 地 か ら 従 量 税 に 改 め た 。

昭 ３ ７ ． ４ ～ ３ ８ ． ３ ５ ３ ０ 円 ／ ｋ ｌ ８ ２ ０ 円 ／ ｋ ｌ ６ ３ ０ 円 ／ ｋ ｌ ５ ７ ０ 円 ／ ｋ ｌ ○ 石 炭 鉱 業 の 合 理 化 を 一 層 推 進 す る た め 、 ３ ７
（ １ ０ ％ ） （ １ ０ ％ ） （ １ ０ ％ ） （ １ ０ ％ ） 年 度 か ら 石 炭 鉱 業 整 備 促 進 交 付 金 制 度 、 雇 用

奨 励 金 制 度 が 開 始 さ れ る が 、 そ の 財 源 対 策 と
し て こ れ ま で の 原 油 関 税 の 暫 定 措 置 を 廃 止 し
て 関 税 率 を 基 本 税 率 （ １ ０ ％ ） と す る こ と と し
た 。

昭 ３ ８ ． ４ ～ ４ ０ ． ３ ６ ４ ０ 円 ／ ｋ ｌ ９ ５ ５ 円 ／ ｋ ｌ ７ ３ ０ 円 ／ ｋ ｌ ６ ６ ０ 円 ／ ｋ ｌ ○ 石 炭 鉱 業 調 査 団 の 答 申 及 び 閣 議 決 定 さ れ た ○ な お 、 こ の 関 税 引 き 上 げ に 際 し て 関
（ １ ２ ％ ） （ １ ２ ％ ） （ １ ２ ％ ） （ １ ２ ％ ） 「 石 炭 対 策 大 綱 」 に 基 づ く 石 炭 対 策 を 実 施 す 税 率 審 議 会 は 、 再 度 の 関 税 引 き 上 げ は

る た め 石 炭 対 策 費 の 大 巾 な 引 き 上 げ が 必 要 と 行 わ な い こ と 、 そ の 増 収 分 は 石 炭 対 策
な っ た 。 こ の 為 の 財 源 対 策 と し て ２ 年 間 の 暫 意 外 に 使 用 し な い こ と 等 に つ い て 答 申
定 措 置 と し て ２ ％ の 関 税 の 引 き 上 げ を 行 っ た を 行 っ た
。

昭 ４ ０ ． ４ ～ ４ ２ ． ３ ６ ４ ０ 円 ／ ｋ ｌ ９ ５ ５ 円 ／ ｋ ｌ ７ ３ ０ 円 ／ ｋ ｌ ６ ６ ０ 円 ／ ｋ ｌ ○ 石 炭 鉱 業 調 査 団 の 第 ２ 次 答 申 に 基 づ く 石 炭
（ １ ２ ％ ） （ １ ２ ％ ） （ １ ２ ％ ） （ １ ２ ％ ） 対 策 （ 利 子 補 給 制 度 、 産 炭 地 対 策 の 充 実 ） を
（ 延 長 ） （ 延 長 ） （ 延 長 ） （ 延 長 ） 実 施 す る た め の 財 源 と し て 暫 定 税 率 を ２ 年 間

延 長 す る こ と と し た 。

昭 ４ ２ ． ４ ～ ４ ６ ． ３ ６ ４ ０ 円 ／ ｋ ｌ ９ ５ ５ 円 ／ ｋ ｌ ７ ３ ０ 円 ／ ｋ ｌ ６ ６ ０ 円 ／ ｋ ｌ ○ ４ １ 年 ７ 月 の 石 炭 鉱 業 審 議 会 の 答 申 に 基 づ き ○ 昭 和 ４ ２ 年 度 に 石 炭 対 策 特 別 会 計 が 設
（ １ ２ ％ ） （ １ ２ ％ ） （ １ ２ ％ ） （ １ ２ ％ ） 、 ４ ２ 年 度 以 降 抜 本 的 な 石 炭 対 策 が 実 施 さ れ る 置 さ れ た 。
（ 延 長 ） （ 延 長 ） （ 延 長 ） （ 延 長 ） こ と と な る の で そ の 財 源 調 達 の 手 段 と し て 暫

定 税 率 を 今 後 ４ 年 間 に 限 り 継 続 す る こ と と し
た 。

昭 ４ ６ ． ４ ～ ４ ９ ． ４ ６ ４ ０ 円 ／ ｋ ｌ ９ ５ ５ 円 ／ ｋ ｌ ７ ３ ０ 円 ／ ｋ ｌ ６ ６ ０ 円 ／ ｋ ｌ ○ ４ ３ 年 １ ２ 月 ２ ５ 日 の 石 炭 鉱 業 審 議 会 の 答 申 に も ○ ４ ７ 年 度 か ら 石 炭 及 び 石 油 対 策 特 別 会
（ １ ２ ％ ） （ １ ２ ％ ） （ １ ２ ％ ） （ １ ２ ％ ） と づ き 第 ４ 次 石 炭 対 策 が 実 施 さ れ て お り 、 そ 計 と な っ た 。
（ 延 長 ） （ 延 長 ） （ 延 長 ） （ 延 長 ） の た め ４ ５ 年 １ １ 月 ２ ０ 日 の 石 炭 鉱 業 審 議 会 の 答 申

に よ り 暫 定 税 率 を ３ 年 間 延 長 す る こ と と し た
。

昭 ４ ９ ・ ４ ～ ５ ２ ． ３ ６ ４ ０ 円 ／ ｋ ｌ ９ ５ ５ 円 ／ ｋ ｌ ７ ３ ０ 円 ／ ｋ ｌ ６ ６ ０ 円 ／ ｋ ｌ ４ ９ 年 ４ 月 １ 年 間 延 長
（ １ ２ ％ ） （ １ ２ ％ ） （ １ ２ ％ ） （ １ ２ ％ ） ５ ０ 年 ４ 月 １ 年 間 延 長
（ 延 長 ） （ 延 長 ） （ 延 長 ） （ 延 長 ） ５ １ 年 ４ 月 １ 年 間 延 長

昭 ５ ２ ． ４ ～ ５ ３ ・ ５ ７ ５ ０ 円 ／ ｋ ｌ １ ０ ７ ０ 円 ／ ｋ ｌ ８ ３ ５ 円 ／ ｋ ｌ ７ ５ ０ 円 ／ ｋ ｌ ○ 当 面 緊 急 を 要 す る 石 油 備 蓄 、 開 発 対 策 及 び
石 炭 対 策 の 財 源 を 確 保 す る た め 暫 定 的 に ２ 年
間 原 重 油 関 税 を 引 き 上 げ る （ 原 油 ベ ー ス １ １ ０
円 ／ ｋ ｌ と と も に 、 製 油 低 硫 黄 原 油 関 税 減 税 制
度 を 廃 止 す る こ と と し た 。

昭 ５ ３ ． ６ ～ ６ ３ ． ７ ６ ４ ０ 円 ／ ｋ ｌ １ ６ ４ ０ 円 ／ ｋ ｌ １ ２ ６ ０ 円 ／ ｋ ｌ １ １ ４ ０ 円 ／ ｋ ｌ ○ 今 後 予 想 さ れ る 石 油 備 蓄 開 発 等 の 石 油 安 定 ○ ５ ３ 年 ４ 月 １ ８ 日 法 律 第 ２ ５ 号 石 油 税 法
供 給 対 策 等 に 係 る 財 政 需 要 の 財 源 に 充 て る た 昭 和 ５ ３ 年 ６ 月 １ 日 適 用
め 、 ５ ３ 年 ６ 月 か ら 石 油 税 を 新 設 し た が 、 一 方 関 税 暫 定 税 率 を 更 に １ 年 間 延 長 し ６ ２ ／ ３
原 重 油 関 税 に つ い て は 従 来 通 り 石 炭 及 び 石 油 ま で 適 用 さ れ る こ と と な っ た 。
対 策 に 充 て る 。 石 油 関 係 税 の 税 負 担 の 軽 滅 を
図 る た め ５ ３ 年 ６ 月 か ら ３ ８ ～ ５ １ 年 度 当 時 の 関 税
暫 定 税 率 に 戻 す こ と と し た 。

昭 ６ ３ ． ８ ～ 平 元 ． ３ ５ ３ ０ 円 ／ ｋ ｌ １ ６ ４ ０ 円 ／ ｋ ｌ １ ２ ６ ０ 円 ／ ｋ ｌ １ １ ４ ０ 円 ／ ｋ ｌ ○ 石 油 税 を ６ ３ 年 ８ 月 １ 日 か ら 元 年 ３ 月 ３ １ 日 ま
で の 間 特 別 措 置 と し て 、 従 量 税 化 し た こ と に
伴 い 、 関 税 暫 定 税 率 を 原 油 に つ い て 同 期 間
１ １ ０ 円 ／ ｋ ｌ 引 き 下 げ る こ と と し た 。

平 元 ． ４ ～ ４ ． ３ ３ ５ ０ 円 ／ ｋ ｌ ６ ７ ０ 円 ／ ｋ ｌ ４ ８ ０ 円 ／ ｋ ｌ ４ ２ ０ 円 ／ ｋ ｌ ２ ７ ９ ０ 円 ／ ｋ ｌ ２ ６ ０ ０ 円 ／ ｋ ｌ ２ ５ ４ ０ 円 ／ ｋ ｌ ○ 従 来 一 般 会 計 に 組 み 入 れ ら れ て い た 石 油 製 ○ 関 税 定 率 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律
品 関 税 を 石 炭 勘 定 に 直 入 す る こ と 及 び 重 油 の 平 成 元 年 ３ 月 ３ １ 日 法 律 第 １ ３ 号
関 税 割 り 当 て 枠 を 拡 大 す る と 同 時 に 一 時 税 率 ○ 科 目 名 称 を 原 油 等 関 税 と し 、 こ の 収
を 引 き 上 げ る こ と の ２ 点 に よ る 増 収 分 だ け 原 入 は す べ て 石 炭 勘 定 に 当 て ら れ る こ と
油 関 税 を 引 き 下 げ る こ と と し た 。 と な っ た 。

平 ４ ． ４ ～ ５ ． ３ 無 税 ３ １ ５ 円 ／ ｋ ｌ ６ ５ ０ 円 ／ ｋ ｌ ４ ６ ０ 円 ／ ｋ ｌ ４ ０ ０ 円 ／ ｋ ｌ ２ ７ ７ ０ 円 ／ ｋ ｌ ２ ５ ８ ０ 円 ／ ｋ ｌ ２ ５ ２ ０ 円 ／ ｋ ｌ ○ 平 成 ３ 年 ６ 月 ７ 日 の 石 炭 鉱 業 審 議 会 の 答 申 ○ 平 成 ５ 年 度 か ら 石 炭 並 び に 石 油 及 び
に 基 づ く 今 回 の 石 炭 政 策 が 、 ９ ０ 年 代 を 構 造 エ ネ ル ギ ー 需 給 構 造 高 度 化 対 策 特 別 会

６ ３ 円 ／ ｋ ｌ 調 整 の 最 終 段 階 と 位 置 づ け ら れ 、 そ の 終 期 が 計 と な っ た 。
明 確 と な っ た た め 、 財 政 関 税 た る 原 油 関 税 の

平 ５ ． ４ ～ ９ ． ３ ３ １ ５ 円 ／ ｋ ｌ ６ ５ ０ 円 ／ ｋ ｌ ４ ２ ０ 円 ／ ｋ ｌ ４ ２ ０ 円 ／ ｋ ｌ ２ ７ ７ ０ 円 ／ ｋ ｌ ２ ５ ４ ０ 円 ／ ｋ ｌ ２ ５ ４ ０ 円 ／ ｋ ｌ 性 格 に 鑑 み 、 基 本 税 率 に つ い て は 本 来 の 姿 で
あ る 無 税 と し 、 当 面 必 要 な 財 源 に 係 る 実 効 税
率 に つ い て は 暫 定 税 率 に よ り 定 め る こ と と し
た 。

平 ９ ． ４ ～ ２ １ ５ 円 ／ ｋ ｌ ６ ０ ０ 円 ／ ｋ ｌ ３ ９ ０ 円 ／ ｋ ｌ ３ ９ ０ 円 ／ ｋ ｌ ２ ６ ２ ０ 円 ／ ｋ ｌ ２ ４ ０ ０ 円 ／ ｋ ｌ ２ ４ ０ ０ 円 ／ ｋ ｌ

資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 資 料 よ り


